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令 和 ３ 年 生 駒 市 議 会 （ 第 ６ 回 ） 定 例 会 議 案 目 録





議案第 86 号  

 

財産の無償貸付けについて  

 

下記のとおり財産を無償で貸し付けることについて、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第６号の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 貸付けをする財産 

(1) 種    類  土地 

(2) 所 在 地  生駒市高山町９９６９番地外３筆 

(3) 面 積  ８，２２３．６８平方メートル 

２ 貸 付 け の 期 間  契約の日から令和８年３月３１日まで 

３ 貸 付 け の 相 手 方  大阪市西区九条南１丁目４番１８号 

           国土交通省近畿地方整備局浪速国道事務所 

           所長 久 保 尚 也 

４ 貸 付 け の 目 的  国において施行する国道１６３号バイパス工事におけ

る残土の仮置き場として使用させるため 

   

令和３年１２月６日提出 

                     生駒市長 小 紫 雅 史 
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議案第 87 号 

 

生駒市高山竹林園の指定管理者の指定について 

 

下記のとおり地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の

規定による指定管理者の指定を行うことについて、同項の規定により、議会の議

決を求める。 

記 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

生駒市高山竹林園 

２ 指定管理者となる団体の名称及び主たる事務所の所在地 

奈良県高山茶筌生産協同組合 

生駒市高山町６４２１番地 

３ 指定の期間 

令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

令和３年１２月６日提出         

生駒市長 小 紫 雅 史 
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